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量の合計ではなく，それぞれのガスごとに判定され

る。また，CO2では，省エネ法の「特定事業者」は

3,000 tCO2/年の判定無しに温対法の「特定排出者」と

なり，非エネルギー起源CO2については，省エネ法で

定義されるエネルギー（燃料・電気・熱）以外からの

CO2であり，温対法で指定される活動により排出され

るCO2が3,000 tCO2/年以上の排出者が「特定排出者」

となる。

５．温対法による排出量の計算

計算の基本式は次の通りである。

温室効果ガス排出量＝活動量×排出係数

温室効果ガス排出量（tCO2）＝温室効果ガス排出量

×地球温暖化係数　

１）エネルギー起源CO2

　①燃料の使用の場合

燃料使用量×単位使用量当たりの発熱量×単位発熱

量当たりの炭素排出量×（44/12）

ここで，【燃料使用量×単位使用量当たりの発熱量】

が，活動量である。排出係数は，【単位発熱量当たり

の炭素排出量×（44/12）】で示され，（44/12）は炭素

ベースの排出係数（tC/GJ）を，CO2ベースに換算す

る係数である。

　②他者から供給された電気の使用の場合

電気使用量×単位使用量当たりの排出量

ここで，【電気使用量】が活動量であり，【単位使用

量当たりの排出量】が排出係数（tCO2/kWh）である。

　③他者から供給された熱の使用量

熱使用量×単位使用量当たりの排出量

ここで，【熱使用量】が活動量であり，【単位使用量

当たりの排出量】が排出係数（tCO2/GJ）である。

　炭素の燃焼を表わす式はC＋O2＝CO2である。また，炭素

（C）の原子量は12，酸素（O2）の分子量は32，二酸化炭素（CO2）

の分子量は，12＋32＝44となる。

　したがって，炭素の単位重量当たり発生する二酸化炭素

は，44÷12（＝3.67）で表わせる。

２）5.5ガス

下水の処理場を例に温対法に基づく温室効果ガス排

出量を計算する。下水処理場で排出される温室効果ガ

スはCH4とN2Oである。

温室効果ガス排出量（CH4，N2O）＝終末処理場にお

ける下水処理量×単位処理量当たりの排出量

下水処理量＝200,000,000 m3/年として，

【CH4】排出係数＝0.00000088 tCH4/m3，

　　　 地球温暖化係数＝21

CH4＝200,000,000 m3/年×0.00000088 tCH4/m3＝176 

tCH4/年，CO2への換算値＝176×21＝3,696。排出係数

の有効桁数2ケタによる有効数字処理後の3,700 tCO2/

年が報告値となる。

【N2O】排出係数＝0.00000016 tN2O/m3，

　　　 地球温暖化係数＝310

N2O＝200,000,000 m3/年×0.00000016 tN2O/m3＝32 

tN2O/年，CO2への換算値＝32×310＝9,920。同様の

有効数字処理後の9,900 tCO2/年が報告値となる。

この下水処理場を所有する事業者は，日本全国で所

有する設備からのCH4，N2Oを，おのおの算定・合計

するまでもなく3,000 tCO2/年以上であるので，この事

業者は，「メタンの特定排出者」，及び「一酸化二窒素

の特定排出者」となり，全事業所のCH4およびN2Oの

排出量総量をおのおの当局へ報告する義務を負う。

６．算定の対象となる期間

○二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素については，報

告する年の属する年度の前年度１年間（年度単位）。

○ハイドロフルオロカーボン類，パーフルオロカーボ

ン類及び六ふっ化硫黄の排出量については，前年１

年間（暦年単位）。

※　平成22年度におけるハイドロフルオロカーボン，

パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄の報告につい

ては，算定対象期間を暦年単位と年度単位のどちらで

把握してもよい。
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